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宮崎県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第26号

宮崎県財務規則の一部を改正する規則

宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（収入金の徴収又は収納の委託）

第47条 ［略］

２・３ ［略］

４ 徴収受託者及び令第 158条第１項の規定により収入金の収納の

事務の委託を受けた者（以下本条において「収納受託者」という

。）は、納入義務者から受託に係る収入金を徴収し、又は収納し

たときは、委託収納領収証を交付するとともに当該収入金を、直

ちに（契約に別段の定めのあるものについては、その定めた日ま

でに）、現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければな

らない。

５・６ ［略］

７ 徴収受託者及び収納受託者は、受託に係る収入金の徴収又は収

納を行うときは、収入事務委託身分証を携帯し、納入義務者から

要求があったときは、これを提示しなければならない。

（県税の収納事務の委託）

第47条の２ ［略］

２～４ ［略］

５ 前項に規定する収納金払込報告書及び関係書類の提出について

は、当該収納金払込報告書及び関係書類に記載すべき事項を記録

した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

（収入金の徴収又は収納の委託）

第47条 ［略］

２・３ ［略］

４ 徴収受託者及び令第 158条第１項の規定により収入金の収納の

事務の委託を受けた者（以下本条において「収納受託者」という

。）は、納入義務者から受託に係る収入金を徴収し、又は収納し

たときは、委託収納領収証を交付するとともに当該収入金を、直

ちに（契約に別段の定めのあるものについては、その定めた日ま

でに）、現金払込書その他知事が認めた方法により指定金融機関

等に払い込まなければならない。

５・６ ［略］

７ 前項に規定する収納金払込報告書及び関係書類の提出について

は、当該収納金払込報告書及び関係書類に記載すべき事項を記録

した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条及び第47

条の３において同じ。）により行うことができる。

８ 徴収受託者及び収納受託者は、受託に係る収入金の徴収又は収

納を行うときは、収入事務委託身分証を携帯し、納入義務者から

要求があったときは、これを提示しなければならない。ただし、

知事が特に認めたときは、この限りでない。

（県税の収納事務の委託）

第47条の２ ［略］

２～４ ［略］

５ 前項に規定する収納金払込報告書及び関係書類の提出について

は、当該収納金払込報告書及び関係書類に記載すべき事項を記録

した電磁的記録により行うことができる。
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計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において

同じ。）により行うことができる。

（予算執行の伺い及び合議等）

第54条 ［略］

２ 部局において次に掲げる経費に係る予算執行伺又は債務負担行

為をするときは、財政課長に合議しなければならない。ただし、

第３号から第５号まで及び第７号に掲げる経費のうち宮崎県事務

決裁規程（昭和40年訓令第１号）に定める課長の専決すべきもの

に係る予算執行伺については、この限りでない。

（１）～（３） ［略］

（４） 使用料及び賃借料（会場借上料、自動車駐車料、道路使用

料、日本放送協会受信料、宮崎県自動車等管理要綱（平成19年

10月１日定め）第14条に規定する営業用自動車の借上料、電波

利用料及び自動更新された事務用機器の賃貸借契約に係るもの

を除く。）

（５）～（13） ［略］

３～５ ［略］

（入札保証金）

第 100条 令第 167条の７（令第 167条の13及び令第 167条の14に

おいて準用する場合を含む。）の規定による入札保証金の率は、

入札金額の 100分の５（予定価格を公表し、電子入札（宮崎県行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成16年

宮崎県条例第47号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織（

以下「電子情報処理組織」という。）を使用して行う入札をいう

。以下同じ。）により行う普通財産（不動産に限る。）の売払い

については、予定価格の 100分の10）以上とする。

２ ［略］

（契約保証金）

第 101条 令第 167条の16第１項に規定する契約保証金の率は、契

約金額（予定価格を公表し、電子入札により行う普通財産（不動

産に限る。）の売払いについては、予定価格）の 100分の10以上

とする。

２ ［略］

別表第３（第７条関係）

別表第10（第 152条の２関係）

（予算執行の伺い及び合議等）

第54条 ［略］

２ 部局において次に掲げる経費に係る予算執行伺又は債務負担行

為をするときは、財政課長に合議しなければならない。ただし、

第３号から第５号まで及び第７号に掲げる経費のうち宮崎県事務

決裁規程（昭和40年訓令第１号）に定める課長の専決すべきもの

に係る予算執行伺については、この限りでない。

（１）～（３） ［略］

（４） 使用料及び賃借料（会場借上料、自動車駐車料、道路使用

料、日本放送協会受信料、宮崎県自動車等管理要綱（平成19年

10月１日定め）第14条に規定する営業用自動車の借上料及び自

動更新された事務用機器の賃貸借契約に係るものを除く。）

（５）～（13） ［略］

３～５ ［略］

（入札保証金）

第 100条 令第 167条の７（令第 167条の13及び令第 167条の14に

おいて準用する場合を含む。）の規定による入札保証金の率は、

入札金額の 100分の５（予定価格を公表し、電子入札（宮崎県行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成16年

宮崎県条例第47号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織（

以下「電子情報処理組織」という。）を使用して行う入札をいう

。以下同じ。）により行う普通財産（不動産に限る。）及び物品

の売払いについては、予定価格の 100分の10）以上とする。

２ ［略］

（契約保証金）

第 101条 令第 167条の16第１項に規定する契約保証金の率は、契

約金額（予定価格を公表し、電子入札により行う普通財産（不動

産に限る。）及び物品の売払いについては、予定価格）の 100分

の10以上とする。

２ ［略］

別表第３（第７条関係）

別表第10（第 152条の２関係）

［略］

当該港湾施設の使用料の収納

に関すること。

北部港湾事務

所北浦駐在所

の金銭分任出

納員

北部港湾事務

所の出納員

［略］

［略］

当該事務所に属する宮崎県港

湾管理条例（昭和38年宮崎県

条例第18号）に規定する入港

料、施設使用料、港湾施設用

地使用料、占用料及び土砂採

取料の収納並びに宮崎県漁港

管理条例（昭和38年宮崎県条

例第19号）に規定する使用料

、漁港施設占用料、土砂採取

料及び水域等占用料の収納に

関すること。

串間土木事務

所及び当該港

湾事務所の金

銭分任出納員

串間土木事務

所及び港湾事

務所の出納員

［略］

物品取扱者を置く出先機関等名主管の部局又はかい名

［略］

延岡わかあゆ支援学校高千穂校延岡わかあゆ支援学校

物品取扱者を置く出先機関等名主管の部局又はかい名

［略］

延岡しろやま支援学校高千穂校延岡しろやま支援学校

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。



宮 崎 県 公 報 平成 24年 ３ 月 30日（金曜日） 号外 第 19号

害 3害

生活保護法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第27号

生活保護法施行細則の一部を改正する規則

生活保護法施行細則（昭和57年宮崎県規則第44号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（備付書類）

第２条 ［略］

２ 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項

を整理しておかなければならない。

（１） 面接記録票（別記様式第５号）

（２）～（６） ［略］

（生活保護申請書等）

第３条 省令第２条第１項に規定する書面は、生活保護申請書（別

記様式第10号）又は保護変更申請書（別記様式第11号）によるも

のとする。

２ ［略］

３ 第１項の書面に添付する書類の様式は、次のとおりとする。

（１） 給与証明書（別記様式第13号）

（２） 家賃・間代・地代・敷金等証明書（別記様式第14号）

（保護決定通知書等）

第４条 法第24条第１項（同条第５項において準用する場合を含む

。）第25条第２項及び第26条に規定する書面は、保護開始決定通

知書（別記様式第15号）、保護変更決定通知書（別記様式第15号

の２）、保護停止・廃止決定通知書（別記様式第15号の３）又は

保護申請却下決定通知書（別記様式第16号）によるものとする。

（収入申告書）

第８条 福祉事務所長は、被保護者の収入の認定等を行うときは、

当該被保護者に収入申告書（別記様式第23号）の提出を求めなけ

ればならない。

（保護施設業務報告）

第15条 保護施設の管理者は、次に掲げる書類をそれぞれ当該各号

に定める期日までに知事に提出しなければならない。

（１） 前月分保護実施報告書（別記様式第34号） 毎月７日

（２） 翌年度収支予算書 毎年３月10日

（保護施設変更届出書等）

第17条 ［略］

（費用の徴収）

第24条 福祉事務所長は、法第77条第１項の規定により費用の徴収

を命ずるときは費用徴収決定通知書（その１）（別記様式第47号

）、法第78条の規定により費用の徴収を命ずるときは費用徴収決

定通知書（その２）（別記様式第48号）によるものとする。

（不服申立書）

第25条 法に基づく処分に係る審査請求又は再審査請求は、審査（

再審査）請求書（別記様式第49号）によるものとする。

（繰替支弁金請求書）

第26条 福祉事務所長は、法第72条第１項又は第２項の規定により

繰替支弁したときは、当該繰替支弁に係る費用を負担すべき都道

府県、市又は福祉事務所を設置する町村に対し支出に関する証拠

（備付書類）

第２条 ［略］

２ 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項

を整理しておかなければならない。

（１） 相談記録票（別記様式第５号）

（２） 相談受付簿（別記様式第５号の２）

（３）～（７） ［略］

（生活保護申請書等）

第３条 省令第２条第１項に規定する書面は、生活保護申請書（別

記様式第10号）によるものとする。

２ ［略］

（保護決定通知書等）

第４条 法第24条第１項（同条第５項において準用する場合を含む

。）第25条第２項及び第26条に規定する書面は、保護開始決定通

知書（別記様式第15号）、保護変更決定通知書（別記様式第15号

の２）、保護停止決定通知書（別記様式第15号の３）、保護廃止

決定通知書（別記様式第15号の４）又は保護申請却下決定通知書

（別記様式第16号）によるものとする。

第８条 削除

第15条 削除

（保護施設変更認可申請書）

第17条 ［略］

（費用の徴収）

第24条 福祉事務所長は、法第77条第１項の規定により費用の徴収

を命ずるときは費用徴収決定通知書（別記様式第47号）、法第78

条の規定により費用の徴収を命ずるときは費用徴収決定通知書（

別記様式第48号）によるものとする。
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書類の写しを添えて、その費用の弁償を請求しなければならない

。

別記様式第２号を次のように改める。



宮 崎 県 公 報 平成 24年 ３ 月 30日（金曜日） 号外 第 19号

害 5害

別記様式第４号及び別記様式第５号を次のように改める。
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別記様式第５号の次に次の１様式を加える。
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別記様式第６号を次のように改める。
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別記様式第９号の２中 を に、 を に改める。町 村 名 地 区 名
交 付
吏員印

交 付
職員印

「 「 「 「

」 」 」 」

別記様式第10号を次のように改める。
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別記様式第11号を次のように改める。

様式第11号 削除

別記様式第12号を次のように改める。
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別記様式第15号及び別記様式第15号の２中 を に、

「 「

」 」

「
（注） １ この決定に不服があるときは、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日

以内に宮崎県知事に対し、審査請求をすることができます。 を

（注） １ この決定に不服があるときは、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮崎県知事に対

し審査請求をすることができます。

また、この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に、宮崎県を被告として（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となります。）この

決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査請求をした日の翌日から起算して50日を経過しても裁

決がないとき、決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その

他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消しの訴えを提

起することができます。

「

」

に改める。

別記様式第15号の３を次のように改める。

別記様式第13号を次のように改める。

様式第13号 削除

別記様式第14号を次のように改める。

様式第14号 削除

西臼杵支庁長

福祉事務所長

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長

福祉事務所長

」
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別記様式第15号の３の次に次の１様式を加える。
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別記様式第16号中 を に、

「 「

」 」

「
（注） １ この決定に不服があるときは、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日

以内に宮崎県知事に対し、審査請求をすることができます。 を

（注） この決定に不服があるときは、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮崎県知事に対し

審査請求をすることができます。

また、この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、宮崎県を被告として（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となります。）この決定

の取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査請求をした日の翌日から起算して50日を経過しても裁決がな

いとき、決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他裁決を

経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消しの訴えを提起すること

ができます。

「

」

に改める。

別記様式第17号から別記様式第19号までを次のように改める。

西臼杵支庁長

福祉事務所長

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長

福祉事務所長

」
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別記様式第20号中 を に改める。

「 「

」 」

西臼杵支庁長

福祉事務所長

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長

福祉事務所長

別記様式第21号中 殿 を 殿 に、「西臼杵支庁長又は福祉事務所長」を「上記福祉事務

「 「

」 」

西臼杵支庁長

福祉事務所長

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長

福祉事務所長

所の長」に改める。

別記様式第22号中 殿 を 殿 に、「西臼杵支庁長又は福祉事務所長あて」を「上記福祉

「 「

」 」

西臼杵支庁長

福祉事務所長

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長

福祉事務所長

事務所の長宛に」に改める。

別記様式第23号を次のように改める。

様式第23号 削除

別記様式第24号から別記様式第26号までを次のように改める。
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別記様式第27号中 を に改める。

「 「

」 」

西臼杵支庁長

福祉事務所長

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長

福祉事務所長

別記様式第30号から別記様式第33号までを次のように改める。
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別記様式第35号中 殿 を 殿 に改める。

「 「

」 」

西臼杵支庁長

福祉事務所長

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長

福祉事務所長

別記様式第34号を次のように改める。

様式第34号 削除

別記様式第37号中「に基づき」を「により」に改める。

別記様式第38号を次のように改める。
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別記様式第45号中 を に改める。

「 「

」 」

西臼杵支庁長

福祉事務所長

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長

福祉事務所長

別記様式第46号から別記様式第48号までを次のように改める。

別記様式第39号中「に基づき」を「により」に、「収容中の被保護者」を「入所者」に改める。
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別記様式第49号及び別記様式第50号を削る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則（以下「旧規則」という。）の規定に基づいて提出されている申

請書その他の書類は、この規則による改正後の生活保護法施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

３ この規則の施行の際現に存する旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第28号

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の指定等に関する規則の一部を改正する規則

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の指定等に関する規則（平成11年宮崎県規則第57号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「

法」という。）、介護保険法施行法（平成９年法律第 124号）及

び介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）に定めるもの

のほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介

護保険施設及び指定介護予防サービス事業者（以下「介護保険事

業者等」という。）の指定等に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（指定等の申請）

第２条 法第70条第１項、第79条第１項若しくは第86条第１項の指

定の申請、法第94条第１項の許可の申請又は法第 107条第１項若

しくは第 115条の２第１項の指定の申請は、指定居宅サービス事

業者（指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サ

ービス事業者）指定（開設許可）申請書（別記様式第１号）によ

ってしなければならない。

（指定等の更新）

第３条 法第70条の２第４項（法第 115条の10において準用する場

合を含む。）において準用する法第70条第１項、法第79条の２第

４項において準用する法第79条第１項若しくは法第86条の２第４

項において準用する法第86条第１項の指定の更新の申請、法第94

条の２第４項において準用する法第94条第１項の許可の更新の申

請又は法第 107条の２第４項において準用する法第 107条第１項

の指定の更新の申請は、指定居宅サービス事業者（指定居宅介護

支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者）指定

（開設許可）更新申請書（別記様式第２号）によってしなければ

ならない。

（指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出）

第４条 法第71条第１項ただし書又は第72条第１項ただし書（法第

115条の10において準用する場合を含む。）の申出は、指定を不

（趣旨）

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「

法」という。）、介護保険法施行法（平成９年法律第 124号）、

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則

第 130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる同法第26条の規定による改正前の介護保険法（以下「旧法」

という。）及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支

援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者（以下

「介護保険事業者等」という。）の指定等に関し必要な事項を定

めるものとする。

（指定等の申請）

第２条 法第70条第１項、第79条第１項若しくは第86条第１項の指

定の申請、法第94条第１項の許可の申請又は法第 115条の２第１

項の指定の申請は、指定居宅サービス事業者（指定居宅介護支援

事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者）指定（開

設許可）申請書（別記様式第１号）によってしなければならない

。

（指定等の更新）

第３条 法第70条の２第４項（法第 115条の11において準用する場

合を含む。）において準用する法第70条第１項、法第79条の２第

４項において準用する法第79条第１項若しくは法第86条の２第４

項において準用する法第86条第１項の指定の更新の申請、法第94

条の２第４項において準用する法第94条第１項の許可の更新の申

請又は旧法第 107条の２第４項において準用する旧法第 107条第

１項の指定の更新の申請は、指定居宅サービス事業者（指定居宅

介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者）

指定（開設許可）更新申請書（別記様式第２号）によってしなけ

ればならない。

（指定の変更）

第３条の２ 法第70条の３第１項の規定による指定の変更の申請は

、指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書（別記様式第２号

の２）によってしなければならない。

（指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出）

第４条 法第71条第１項ただし書又は第72条第１項ただし書（法第

115条の11において準用する場合を含む。）の申出は、指定を不
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要とする旨の申出書（別記様式第３号）によってしなければなら

ない。

（変更等の届出）

第５条 法第75条、第82条、第89条、第99条、第 111条又は第 115

条の５の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出

書（別記様式第４号）によって、事業の廃止、休止又は再開に係

るものにあっては事業廃止（休止、再開）届出書（別記様式第５

号）によってしなければならない。

（指定の辞退）

第６条 法第91条又は第113条の規定による指定の辞退は、指定辞

退届出書（別記様式第６号）によってしなければならない。

（介護老人保健施設の変更の許可の申請）

第７条 法第94条第２項の規定による変更の許可の申請は、介護老

人保健施設変更許可申請書（別記様式第７号）によってしなけれ

ばならない。

（指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請）

第10条 法第 108条第１項の規定による申請は、指定介護療養型医

療施設指定変更申請書（別記様式第10号）によってしなければな

らない。

（公示）

第11条 法第78条、第85条、第93条、第 115条又は第 115条の９の

規定による公示は、指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援

事業所、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は指

定介護予防サービス事業者に関する次に掲げる事項について行う

ものとする。

（１）～（６） ［略］

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

［略］

要とする旨の申出書（別記様式第３号）によってしなければなら

ない。

（変更等の届出）

第５条 法第75条、第82条、第89条、第99条、第 115条の５又は旧

法 111条の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届

出書（別記様式第４号）によって、事業の再開に係るものにあっ

ては再開届出書（別記様式第５号）によって、事業の廃止又は休

止に係るものにあっては廃止（休止）届出書（別記様式第５号の

２）によってしなければならない。

（指定の辞退）

第６条 法第91条又は旧法第113条の規定による指定の辞退は、指

定辞退届出書（別記様式第６号）によってしなければならない。

（介護老人保健施設の変更の許可の申請）

第７条 法第94条第２項の規定による変更の許可の申請は、介護老

人保健施設開設許可事項変更申請書（別記様式第７号）によって

しなければならない。

（指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請）

第10条 旧法第108条第１項の規定による申請は、指定介護療養型

医療施設指定変更申請書（別記様式第10号）によってしなければ

ならない。

（公示）

第11条 法第78条、第85条、第93条、第 115条又は第 115条の10の

規定による公示は、指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援

事業所、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は指

定介護予防サービス事業者に関する次に掲げる事項について行う

ものとする。

（１）～（６） ［略］

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］指定（開

設許可）

を受けよ

うとする

事業所・

施設の種

類

様式既に指定

等を受け

ている事

業等（指

定（許可

）年月日

）

指定（許

可）申請

をする事

業等（事

業開始予

定年月日

）

実

施

事

業

同一所在地に

おいて行う事

業等の種類

［略］

［略］施

設 付表

15

介護老

人保健

施設

付表

16

介護療

養型医

療施設

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］指定（開

設許可）

を受けよ

うとする

事業所・

施設の種

類

様式既に指定

等を受け

ている事

業等（指

定（許可

）年月日

）

指定（許

可）申請

をする事

業等（事

業開始予

定年月日

）

実

施

事

業

同一所在地に

おいて行う事

業等の種類

［略］

［略］施

設 付表

15

介護老

人保健

施設

［略］

［略］

別記様式第１号の付表16及び付表16－２を削る。

別記様式第２号を次のように改める。
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別記様式第２号の次に次の１様式を加える。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第３号（第４条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

住所

開設者

氏名 魁

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

介護保険法第 条第１項ただし書（同法第 115条の10において

準用する場合を含む。）により、次のとおり指定を不要とする旨

を申し出ます。

備考 「指定を不要とする事業の種類」欄は、指定を不要とする

居宅サービスの番号に○を付してください。

様式第３号（第４条関係）

［略］

知事 殿

住所

開設者（所在地）

氏名 魁

（名称及び代表者職・氏名）

次のとおり指定を不要とする旨を申し出ます。

備考１ 申出を行う居宅サービスについて○印を付してください

。

２ この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の

共通様式ですので、宛先を書き換えていただければ、九州

各県で使用できます。

［略］施設の名称等

［略］

指定を不要とする事業の種類

医療機関コード

［略］施設（又は医療機関）

［略］

申出に係る居宅サービスの種類

別記様式第４号及び別記様式第５号を次のように改める。
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別記様式第５号の次に次の１様式を加える。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第６号（第６条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

住所

開設者

氏名 魁

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

介護保険法第 条の規定により、指定介護老人福祉施設（指定

介護療養型医療施設）の指定の辞退を届け出ます。

［略］

備考 ［略］

様式第７号（第７条関係）

介護老人保健施設変更許可申請書

［略］

宮崎県知事 殿

住所

申請者

氏名 魁

（法人にあっては、所在地、名称及び代表者氏名）

介護保険法第94条第２項の規定により、介護老人保健施設の開

設許可事項の変更の許可を受けたいので、次のとおり関係書類を

添えて申請します。

備考１ 該当項目番号に○を付けること。

２ 変更内容が分かる書類を添付すること。

様式第８号（第８条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

住所

開設者

氏名 魁

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

介護保険法第95条第 項の規定により、次のとおり介護老人保

健施設の管理者の承認を申請します。

［略］

備考１ 管理者になろうとする者の経歴等を記載した書類を添付

してください。

２ 「申請理由」欄は、該当する番号に○を付してください

。

様式第６号（第６条関係）

［略］

知事 殿

住所

開設者（所在地）

氏名 魁

（名称及び代表者職・氏名）

次のとおり指定を辞退したいので届け出ます。

［略］

備考１ ［略］

２ この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の

共通様式ですので、宛先を書き換えていただければ、九州

各県で使用できます。

様式第７号（第７条関係）

介護老人保健施設開設許可事項変更申請書

［略］

知事 殿

所在地

開設者 名 称

代表者職・氏名 魁

次のとおり介護老人保健施設の開設許可事項の変更の許可を申

請します。

備考１ 該当項目番号に○を付してください。

２ 変更内容が分かる書類を添付してください。

３ この様式は、九州各県（沖縄を除く。以下同じ。）の共

通様式ですので、宛先を書き換えていただければ、九州各

県で使用できます。

様式第８号（第８条関係）

［略］

知事 殿

所在地

開設者 名 称

代表者職・氏名 魁

次のとおり介護老人保健施設の管理者の承認を申請します。

［略］

備考１ 管理者になろうとする者の経歴等を添付してください。

２ 「申請の理由」欄については、該当項目番号に○を付し

てください。

［略］

［略］

変更事項

［略］［略］

運営規程（職種、員数、職

務内容又は入所定員の増加

に関する部分に限る。）

４

［略］５

［略］

［略］

変更事項

［略］［略］

運営規程（職種・員数・職

務内容・入所定員の増加に

関する部分に限る。）

４

［略］５



宮 崎 県 公 報 平成 24年 ３ 月 30日（金曜日） 号外 第 19号

害 51害

様式第９号（第９条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

住所

開設者

氏名 魁

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

［略］

様式第10号（第10条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

住所

開設者

氏名 魁

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

備考１ 「当該申請に係る施設の指定介護療養型医療施設の類型

」欄は、該当する番号に○を付してください。

２ 申請に係る病棟又は病室に係る次の資料を添付してくだ

さい。

（１）・（２） ［略］

（３） 従業者の勤務体制及び勤務形態

３ この様式は、九州各県（沖縄を除く。以下同じ。）の共

通様式ですので、宛先を書き換えていただければ、九州各

県で使用できます。

様式第９号（第９条関係）

［略］

知事 殿

所在地

開設者 名称

代表者職・氏名 魁

［略］

備考 この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共

通様式ですので、宛先を書き換えていただければ、九州各

県で使用できます。

様式第10号（第10条関係）

［略］

知事 殿

住所

開設者（所在地）

氏名 魁

（名称及び代表者職・氏名）

備考１ 「当該申請に係る施設の指定介護療養型医療施設の類型

」欄については、該当項目番号に○を付してください。

２ 次の書類を添付（当該申請に係る病棟又は病室に係るも

のに限る。）してください。

（１）・（２） ［略］

（３） 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤

務形態

３ この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の

共通様式ですので、宛先を書き換えていただければ、九州

各県で使用できます。

［略］

名称申請に係る施設

所在地

許可を受けようとする広告事項

［略］

［略］

許可を受けようとする広告事

項

［略］

［略］

［略］

人入院患者の推定数

（申請に係る事業を行う部分に

限る。）

（変更後）

人

（変更前）

人

入院患者の定員

（申請に係る病棟又は病室に係

るものに限る。）

［略］

［略］［略］

入院患者の推定数

（申請に係る事業を行う部分に

限る。）

（変更後）（変更前）入院患者の定員

（申請に係る病棟又は病室に係

るものに限る。）

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。

（用紙に関する経過措置）

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の指定等

に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

統計審議会規程の一部を改正する告示をここに公表する。

告告 示示
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平成24年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 265号

統計審議会規程の一部を改正する告示

統計審議会規程（昭和31年宮崎県告示第 528号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

第４条 審議会の庶務は、宮崎県総合政策部統計調査課で処理する

。

第４条 審議会の庶務は、宮崎県県民政策部統計調査課で処理する

。

附 則

この告示は、平成24年４月１日から施行する。
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